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議会運営委員会会議録 

 

平成２９年２月２日 木曜日 

  午前１０時０１分開議 

  午後 ０時００分閉議（実時間１１７分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議長の諮問に関する事項 

 （１）議会改革について 

１．その他 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  野 﨑 伸 也 君 

副委員長  松 永 純 一 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  中 山 諭扶哉 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

（議長代理） 

副 議 長  百 田   隆 君 

※欠席委員 成 松 由紀夫 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 議会事務局次長    嶋 田 和 博 君 

                              

○記録担当書記     嶋 田 和 博 君 

            梅 野 展 文 君 

 

（午前１０時０１分 開会） 

○委員長（野﨑伸也君） それではですね、た

だいまから議会運営委員会を開会したいという

ふうに思いますけれども、まず、成松委員がで

すね、きょう欠席というふうな御連絡をいただ

きました。 

 きのうからですね、何回もちょっと連絡いた

だいとったですけど、なかなか私が出る機会が

なくて、朝から、ちょっとお電話してつながり

ましたんで、そういった御欠席のですね、連絡

ということでございました。 

 一応ですね、いろいろ議会運営委員会とか、

ほかのいろんな常任委員会の中でも、欠席の理

由というのは必ず問われますのでと、その理由

についてという話を、成松委員にしたんですけ

れども、なかなか歯切れの悪い感じで、以前か

ら、何かいろいろ予定が入っとったというよう

な話をですね、されまして、公的なものか、あ

るいはプライベートなものかという話もしたん

ですけど、なかなかそこについてはですね、答

えられないというか、私になかなか言われない

部分がありましたんで、その押し問答をずっと

やってたんですけど、なかなか、そういう歯切

れの悪いような感じでしたんで、一応わかりま

したと、来れないということであればしようが

ないでしょうということで、皆さん方にもです

ね、そういうふうに説明をさせていただきます

と。議会事務局のほうにも何回も、以前から用

事が入っているというような話はしてたという

ようなことですけれども、事務局のほうでは何

か聞いてますか、内容については。 

○書記（梅野展文君） 内容について、特に確

認はしていません。 

○委員長（野﨑伸也君） してない。わかりま

した。 

 済みません、申しわけないんですけど、自民

党会派のほうでは、何か成松委員さんの欠席の

件については、何か聞いておられますか。理由

についてというのは、何も聞いておられないで

すか。（｢別に」「前から何だかあってるけ
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ど」と呼ぶ者あり）そういったことでしたん

で、以前からですね、欠席の理由については、

きちっとしたものをというふうな話で、いろい

ろと委員会の中でもですね、あっておりました

んで、皆さん方も、今後もですね、そういった

きちっとした理由を述べてですね、欠席の場合

はしていただきたい。議会運営委員会、あと常

任委員会はですね、欠席した場合の代理を出せ

ないもんですから、そこのところはきちっとお

含みおきをいただきたいというふうに思いま

す。よろしいですか。（｢はい」と呼ぶ者あ

り） 

                              

◎議長の諮問に関する事項 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、レジュメ

に移ります。 

 議題の１番目、議長の諮問に関する事項の

（１）議会改革についてでありますが、前回の

会議において、請願者・陳情者の意見陳述機会

を設けることについてを最優先に協議し、残り

６項目の優先順位を御決定いただきました。 

 審査の進め方としては、１つの項目の協議が

行き詰まった場合は、時間の許す限り次に優先

する項目に移っていくといった方法を確認して

いただいております。 

 そこで、まず、請願者・陳情者の意見陳述機

会を設けることについて御協議願いたいと思い

ますけれども、委員長案に対する各委員の意見

なども考慮しながら、前回いろいろといただき

ましたので、改めて整理いたしました委員長案

を、事前に郵送にて送付させていただいており

ました。 

 つきましては、この請願者・陳情者の意見陳

述機会を設けることの是非を含めて御意見をお

聞かせいただきたいというふうに思います。 

○委員（松永純一君） 前回よりは要点をまと

めて、うまくできているなと思いますが、２つ

ほど確認をさせていただきたいと思います。 

 まず、３のですね、意見陳述の手続というと

ころですけども、この中に、付託審査前に開か

れる委員会において、その要否を決定するとい

うのがあるんですが、最近のですね、議会の開

催の状況を見てみますと、開会の後に、翌週に

一般質問があって、その翌週に特別委員会、各

常任委員会が開かれるような流れになってます

よね。ですから、請願・陳情を出されて、そし

て、一般質問の最終日に各常任委員会に、特別

委員会に付託されますよね。そうすると、付託

審査前に開かれる委員会において要否を決定す

るということになると、この委員会は、付託さ

れた後に、最初の委員会を開いて、要否を決め

て、また会期中にもう一回委員会を開くように

なるかなと、あるいは、例えば、一般質問の間

中に委員会を開くかというふうになりますけれ

ども、そのあたり時系列的にはどうかなという

ふうに思うのが１点と、もう一つは、その後に

あります、参考人として出席を要請するとあり

ますけれども、この申し合わせ事項で、委員会

がするというのがですね、委員会条例というの

がありますよね。この中に、参考人の招致があ

るわけですが、これは、たしか議長を経てする

とかですね、あるいは議長は参考人に対して、

日時とか場所とか決定して通知するとかとあり

ますけれども、その委員会条例、あるいは会議

規則にも同じように書いてあるんですけれど

も、そのあたりは、私は、恐らく委員会条例が

優先すると思うんですけども、この申し合わせ

事項に、もし入れるとすれば、参考人の出席に

ついては、委員会条例によるとか、そういった

ほうがいいんじゃないかと、その２点につい

て、ちょっと確認をしたかったんですが。 

○委員長（野﨑伸也君） 私のほうから、ちょ

っとお話ししますけれども、まず、１点目の付

託審査前に開かれる委員会においてというくだ

りですよね、要否を決定するということがあり

ますけれども、手続のフロー的には、流れ的に
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はですね、請願者が意見陳述の申し出があった

というようなことであれば、一般質問最終日に

請願・陳情をですね、付託する委員会を決定す

るわけなんですけれども、そこでですね、同時

に付託委員会を、一般質問の最終日にしていた

だくと。何で開くのかというのは、そういった

付託された委員会に出された請願・陳情者が、

そこの委員会で、私はしたいんだというような

ことがありましたんで、じゃあ、委員会でそれ

をいいとするのか、悪いとするのかというのを

諮って、まずもらうというような流れになりま

す。 

 もちろん、その次の参考人に出席を要請する

というのは、やはり法、ありますよね、地方自

治法とか、そういった流れの中で書いてありま

すんで、それに、もちろん、そちらのほうが優

先されるというふうに思います。 

 言われたように、議長からというのはありま

すんで、そこのくだりは、ちょっと割愛してい

るだけというようなことですので、もし、入れ

たほうがいいということであれば、それを入れ

るべきかなと、今思いましたけれども。 

○委員（松永純一君） じゃあ、付託審査前に

開く委員会において要否を決定するということ

は、それで了解しました。 

 参考人に出席を要請するというふうに、これ

に書いておくとですね、この申し合わせ事項が

優先するような受け取りもできるわけですよ。

ですから、ここは、やっぱり委員会条例による

とかですね、そういうふうにしたほうが、やっ

ぱり条例ですから、そっちのほうを優先するよ

うな記述の仕方がいいんじゃないかと思うんで

す。そこはちょっと検討してもらえばと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（野﨑伸也君） 今言われました、参

考人として出席を要請するというようなくだり

のところなんですけれども、委員会条例にとい

うふうなところをですね、入れたほうがいいん

じゃないかというようなことですんで、例えば

ですが、今、松永副委員長、どぎゃんふうな形

で、文言は変えます。 

○委員（松永純一君） 委員会条例のですね、

中に、参考人というのがあるんですよね。委員

会が参考人の出席を求めるには、議長を経なけ

ればならないとかですね、あと、議長は参考人

に日時、場所及び意見を聞こうとする案件その

他必要な事項を通知しなければならないという

ような条例、決まりがあるわけですね。ですか

ら、それを優先するということですので、この

参考人の出席については、八代市議会委員会条

例によるとかってしとけば、そっちのほうが優

先することになりゃせんかなと思いますね。 

 事務局はどんなですか、そのあたりは。 

○委員長（野﨑伸也君） どうですかね、事務

局。（発言する者あり）準ずるとか、そういっ

た感じでよかですかね。 

○委員（松永純一君） そのほうがいいと思い

ますけど、運用上はですね。 

○委員長（野﨑伸也君） 今、済みません、松

永委員からありまして、参考人のところのくだ

りですけれども、２行目から、委員会が必要と

認めた場合、参考人の出席については、八代市

委員会条例に準ずる、というような文言でいき

たいというふうに思います。ありがとうござい

ました。 

 ほかに。 

○委員（古嶋津義君） うちはきのう、ちょっ

とこのことも、その前も寄って協議をしました

が、根本的にですね、ここに出ておりますが、

審査上そぐわないのではないかという見解でご

ざいます。これは、全国市議会議長会の見解等

も、ちょっと調査しました結果、そのようにな

っているようでございます。そして、この意見

陳述ですが、請願と陳情とは、ちょっと重みが

違うとじゃないかという話もありました。 



 

－4－

 うちとしては、従来どおりでいいんじゃない

かという、あくまでもそういう話でございまし

た。 

 以上です。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに。 

○委員（増田一喜君） うちもですね、今現在

参考人制度があるし、それで十分賄えると、解

決はできるんじゃないかなということ。これを

されるんであれば、これはそのときの各委員長

さんが、自分が参考人として呼んで、願意を聞

きたいという判断をされる、個人的なやり方ち

ゅうか、方法として、これを自分で考えておら

れればいいんじゃないかなと思います。 

 参考人のほうでも、要するに、請願にしろ、

陳情にしろ、その書面の中に願意を込めて書い

ておられるから、これをいちいち、私は言いた

いと言えば、極端な話すれば、単なる陳情・請

願の内容は、１、何々、２、何々で、箇条書き

して、あとは言葉で言いますよというようなこ

とも、これからいけば可能になるんじゃないか

なというふうに思うんですよね。あとは、じゃ

ぁ、その文章ば、言葉を聞いたときに、そのと

きにはわかったようであるけれども、何だった

かいというふうな形になるし、文字にあらわし

て、ちゃんと出てきておれば、それを見なが

ら、ああ、ここはこういうことか、で、理解が

できないときに、参考人として呼んで、ここは

どういう意味でこういうことを書かれてるんで

すかとか、それは聞けるんだし、そういう制度

はちゃんとあるんだから、あえてこれを申し合

わせ事項みたいにする必要もないんじゃないか

なという、これはあくまでも委員長が参考人の

人を呼びたい、そのときの一つの参考にされれ

ばいいことじゃないかなという意見もありまし

た。 

○委員長（野﨑伸也君） 今言われたとおりだ

と思うとですよ。委員長がなられたときに、こ

の間はそういう話もしたんですけれども、委員

長がかわっていくというのがありますんで、今

まで、こういったことでつくってないもんです

から、今までやっていること、当たり前にやっ

てきたことを、ちゃんと文字として残していき

ましょうねというのを、今回提案させていただ

いているんですよということでしたんで、もち

ろんこれは、いろんなところでですね、委員長

さんが見ていただいて、活用するために、今や

っているという話ですんで、そういうふうに御

理解いただければと思います。 

○委員（前垣信三君） 私も、これ、お送りい

ただいてから、中身を確認をしとったんです

が、今、松永副委員長がおっしゃったみたい

に、ここの付託審査前に開かれる委員会という

ところに引っかかりがありました。 

 今、委員長の説明では、一般質問最終日の議

運になるんですかね、議会運営委員会と議会が

入るのかどうか別ですが、そこで要否を決定す

るということです。これはこれで構わんと思う

とですけど、これはあくまでも申し合わせ事項

ですから、委員会条例に定めた内容であれば、

今でも参考人招致はできる、陳述の機会がある

ということであればですね、申し合わせ事項と

してあるんなら、これでも構わんと思います。

ですから、そこの委員会というところが、それ

ぞれの委員会になるのか、議会運営委員会にな

るのかというところで、ちょっと引っかかりが

ありましたけど、決定するのは、ここでいう

と、正確には開かれる議会運営委員会という捉

え方でよろしいんですか。 

○委員長（野﨑伸也君） ここに書いてある付

託委員会前に開かれる委員会において要否を決

すると書いてありますけど、まずは、一般質問

最終日には、付託委員会を議会運営委員会で決

めますよね。そこで、じゃあ、この請願・陳情

は、例えば、文教福祉委員会ですと。そこで、

その請願・陳情者がやりたいと、話をしたいん

だと、聞いてくれというようなことで、それも
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上がっているというのが、そこで、議会運営委

員会の中でわかってますから、じゃあ、そこで

文教福祉委員会の委員会を開いてもらうと、も

う一回。そこの中で、文教福祉委員会の中で、

委員さんたちの中で、じゃあ、それをいいの

か、悪いのか、するのか、しないのかというの

を諮ってもらうという意味で、ここには書いて

あるとです。付託審査前に開かれる委員会とい

うのは、付託された委員会のことをいいます。

だけん、議会運営委員会じゃなくて、付託され

た委員会のこと。 

○委員（前垣信三君） 基本的には、議会運営

委員会に上がってきた内容を、改めて、また委

員会を別に開いていただくという考え方でいい

んですか。 

○委員長（野﨑伸也君） そうです、そうで

す。 

○委員（前垣信三君） 事前に、御本人さんが

意見陳述をしたいとおっしゃる場合はわかっと

るから、間違いなく、その後に、それぞれの委

員会を開かれるということですね。 

○委員長（野﨑伸也君） はい、開いてもらう

ということになります。 

○委員（前垣信三君） 逆に、委員会のほうか

ら、もうちょっと詳しく聞きたいという、そう

いうのは、どこで決定をするんですか。 

○委員長（野﨑伸也君） それは、聞きたいと

いうのは、委員会からの要請ということになり

ますんで、それは委員会が開かれるじゃないで

すか、付託された委員会を開く、一般質問の次

の週に開かれて、その中で、そういった意見が

まとまるとなると、その後ですよね、ただし会

期中になりますけれども。委員会審査が、まず

終わって、その日はできないですから、その日

に事務局から、こういった請願・陳情者に対し

て意見がありますと、出席してから話をしてく

ださいというような要請があったんですけどと

いうことで、一応日にちとか、そういったもの

を調整して、会期中に、また委員会を開くとい

うことになります。 

 以前も、１回あったんですけども、したんで

すけれども、それもそういった流れでしたん

で、そこは同じだと思います。 

○委員（前垣信三君） はい、わかりました。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに。 

○委員（村川清則君） さっき、今までなかっ

たからつくるんだというような話でしたけれど

も、これをつくるのと、つくらないのでは、随

分陳情者の考え方が変わってくると思うとです

よ。意見陳述できるんだとか、そういう、今ま

では、ほら、要請があれば参考人として意見陳

述できる。でも、これからは最初から意見陳述

できるんだということでですね、請願書、陳情

書とか、趣旨とかの欄自体が、何か意味がなく

なるんじゃないかというようなこともありま

す。趣旨をあれに書いてあるんですから、別

に。これをやったとして、意見陳述に来られ

る。ちょっと状況がわからんから、担当課を呼

んで説明を聞く。同じ席でやるわけですよね。

ちょっと何か微妙になりゃせんですか。 

○委員長（野﨑伸也君） 微妙というと。 

○委員（村川清則君） 担当課が、それに対し

てちょっと否定的なあれをやった場合、考えで

あった場合、そういうことを考えたら、やっぱ

り現行どおりでいくのが一番かなと、私は思っ

ております。 

○委員長（野﨑伸也君） 今、自民党さん会派

のほうからですね、現行どおりがいいんじゃな

いかというような、多分、まとまった同じよう

な意見だったと思いますけど、それについて、

どう思われます。何かありますか。 

○委員（亀田英雄君） 今の話を聞いとったん

ですが、意見を述べる機会を得るという、それ

は自由ですけん、これを通したい人は、やっぱ

り書面もきちんとつくってくるだろうし、思い

のある人はここで意見を言わせてくれと、それ
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に重ねてという意味ですから、それの指針づく

りを、基準づくりをつくるという話ですから、

全然これは、請願者、陳情者のための整備だろ

うというふうに理解するんですよね。それは全

然やぶさかじゃないし、むしろ積極的にこのよ

うなことをするべきじゃないかというふうに考

えるんですが、いかがでしょうかね。 

○委員（古嶋津義君） 議会事務局のほうにち

ょっとお尋ねしますが、持ってこられたとき、

意見陳述するか、せんかは、お尋ねになっとで

しょう、たしか事務局のほうで。 

○委員長（野﨑伸也君） そのとおりです。 

○委員（古嶋津義君） しないならしないでい

い。 

○委員長（野﨑伸也君） そうです。それはも

う自由なんです。 

○委員（古嶋津義君） あえて出席を要請まで

せんでよかっちゃなかか。 

○委員長（野﨑伸也君） いや、要請はする可

能性はある、委員会で。 

○委員（古嶋津義君） 従来も、この前、橋本

議長のときだったかな、やったこともあったけ

ん、あのままでいいんじゃないかなあと思う。

うちはそういう見識でありました。 

○委員（山本幸廣君） 目的というのが一番だ

と思うんですよね。目的を、まず理解をしてい

ただかなければ、参考人、参考人の中で、はっ

きり言って、そういう一つの流れというのは、

参考人の制度というのは、常にあるわけですの

で、それを活用するか、活用しないか、委員の

方々が参考人を呼ぼうか、それとも陳述書の中

で、請願・陳情者というのが、これだけは絶対

言うとかないかんと、はっきり言って文面だけ

ではだめなんですと、だから、陳述をお願いし

たいという、そういうことをしたほうが、開か

れた市民のためにいいんじゃないかという、そ

ういう目的で今回は提案しとるわけですけんで

から、何も深く考える必要はなかですよ。何も

ないと思います。 

○委員長（野﨑伸也君） 議会改革というの

が、全国市議会議長会でかなりですね、進めて

いただくようなというようなことで、いろんな

活発なですね、議会改革の内容とか、そういっ

た全国のですね、自治体の市議会の、町議会の

やつが、毎月紙面をいただくわけなんですけど

も、ところにも載ってくるというようなことが

ありまして、よくよく読むとですね、やはり、

書いてあるのは、市民に開かれた議会を目指す

ために、この議会改革をやるんだというような

ことをですね、よくその文面の中にもうたわれ

ているというのがありますんで、私も、この案

をつくらせていただいたときに、目的として、

市民に開かれた議会というのをですね、一番念

頭に置いて、そういった機会をですね、やはり

今までなかったもんですから、それこそ市民の

皆さんに開かれた議会というのを目指すのであ

れば、こういったですね、場を設けるというこ

とは、非常にいいことじゃないかということ

で、またよそのですね、地方議会でもやられる

ところがたくさんあるということでしたんで、

八代市議会でも、これをガチガチにですね、条

例とか、そういった中に持っていこうなんて気

はさらさらないんですよ。そういった市民の皆

さんにですね、こういった八代市議会は議会改

革としてこういうことをですね、やることにし

ましたと、市民の皆さんの意見を聞く機会をで

すね、少しでも設けたんですということでです

ね、皆さん方には御理解をしていただいて、委

員長として提案させていただいておりますの

で、できればですね、御理解をいただければな

というふうに思ってます。 

○委員（山本幸廣君） 委員のメンバーという

のは、各常任委員会の委員長、副委員長を経験

されてきておられる方ばかりでありますので、

まさに委員会が必要と認めたときなんですよ、

参考人というのは。委員会のみんなが参考人を
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ひとつ要請しようかというときには、はっきり

言ってから、全員の中で決めてですね、それな

ら参考人を呼ぼうと。いや、それは、この件で

何も呼ぶ必要ないですよといったら、そこのす

み分けというのは、もうわかるわけですから、

請願の内容等によってですよ。そこらあたりに

ついては、私は、何も支障もないし、やはり委

員会で必要と認めたならば、参考人を要請する

と、ただそれだけのことですけんでから、何も

ここで、あれじゃないですか、自民党の方々が

どういうふうに理解をされているのかわかりま

せんけども。 

 古嶋委員が言われたように、法的な問題かれ

これという中身についてはですね、まだ、私も

勉強してないんですけども、ただ、これは法と

か何かじゃなくしてから、関係ないような気が

しますけども、そこらあたりは事務局、何もな

いと思うばってんが。 

○委員長（野﨑伸也君） 案としてつくらせて

いただいたときに、やはり、よそでやられてい

るところはたくさんありますよという話をしま

した。 

 そこでですね、やられて問題がないからこ

そ、こうやって、今も続いていると、やられて

いるというのがありますんで、法的にというの

はですね、特段問題ない。参考人の制度のとこ

ろをですね、活用してやるというようなこと

で、どこの自治体でもやっておられますんで、

私的にはないというふうに思いますけど、事務

局から何か補足がありますか。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 済みませ

ん、座って説明させていただきます。 

 今回の申し合わせ事項の法的な部分について

のお尋ねだったと思いますけども、今回の請願

・陳情書の意見陳述を、請願・陳情人みずから

が希望した場合に、参考人制度を弾力的に運用

することによってですね、手続上は参考人制度

に基づき出席を要請するというような形をとっ

ております。 

 ただ、手続上は参考人の制度を経てはいるも

ののですね、本来請願人・陳情人の意見を述べ

るというような、委員会等で意見を述べるとい

うのは、法律上の保障はどこにもございませ

ん。 

 他の自治体を見ますと、そういったことから

議会基本条例などを制定してですね、市民の積

極的な参加を促すというような規定などを設け

て、それを根拠にですね、参考人制度を弾力的

に運用して、請願人・陳情人の意見陳述の機会

を設けるというふうなのをとっているところが

ほとんどでございます。 

 本市の場合は、今回議会基本条例について

は、まだ議論のさなかでありますので、申し合

わせによって、参考人制度の弾力運用を行いな

がら、市民の参画の機会の道を開こうというよ

うな委員長の趣旨だというふうに理解をしてお

ります。 

○委員（前垣信三君） 今までの話の中で、ず

っと聞きながら思ったんですが、私は、この３

番の中の一番大事なのは、委員会において、そ

の要否を決定するということは、御本人さんが

意見陳述したいとおっしゃっても、委員会で、

もうこれは聞かんでよかばいと、だめという、

今までそういう要否ができるという項目がなか

ったような気がするんですよね。ここが一番大

事かなと思うんです。 

 だから、請願者・陳情者が出すときに、私は

意見陳述をしたいという意思を出されても、そ

この委員会で、これは聞く必要はないという否

決もできるかどうか、そのあたりの確認をした

いんですが。この文章でいくと、要否を決定す

るとありますから、いや、これは聞かんでいい

とか、いや、聞きましょうというのは、委員会

で決定ができるという捉え方でよろしいんでし

ょうか。 

○委員長（野﨑伸也君） そのとおりです。 
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○委員（前垣信三君） それでいいんですね。 

○委員長（野﨑伸也君） 先ほど山本委員も言

われたんですけど、委員会であくまでも、私、

当初出しとった案では、それは入れてなかった

んですけど、皆さんのいろんな意見がありまし

たんで、そこは入れさせていただいたちゅう

か、修正はちょっと、済みません、私の思いで

は、余りそこは入れたくなかったんですけれど

も、本当は来らした人に対しては、全部話をし

てほしいという思いだったんですけれども、そ

こは申しわけない、自分の中ではちょっと不本

意なんですが、委員会で最終的に判断できると

いうふうに、そこは変えさせていただきました

んで、言ってこられても、委員会が、いや、こ

こは聞かんでいいよ、もう十分理解しているん

だというようなことであれば、それはもう要ら

ないと、判断であれば、お断りするという話に

なりますんで。 

○委員（古嶋津義君） 先ほど、松永委員から

もちょっとありましたように、下の段ですね、

委員会が必要と認めた場合、委員会条例との整

合性もあると思いますし、また、先ほど市民に

開かれたという話がありましたが、陳情書等に

ついてはですね、市民じゃなくて、ほかのとこ

ろからも来るものもありますので、その辺のと

ころがですね、少し私どもは不安視をしており

ます。そして、その目的のところに書いてあ

る、弾力的に運用することでと、これが、弾力

的な乱用につながりゃせんとか、そういう危惧

もしております。 

○委員長（野﨑伸也君） もう一回よかです

か、弾力的じゃなくて。 

○委員（古嶋津義君） 弾力的でなくて、乱力

というか、乱れた取り方になりゃせんのかなと

危惧をしております。 

○委員長（野﨑伸也君） あと、今、古嶋委員

が一番最初のほうで言われた、どこだっかな。 

○委員（古嶋津義君） 委員会が必要と認めた

場合、それはもう、先ほど松永委員が言われ

た、委員会条例と整合をちょっととらんばいか

んとじゃなかろうかと。それと、陳情書なんか

も、熊本とかよそから来る、その辺が、（｢あ

れは、どっか除いてあったばい」と呼ぶ者あ

り） 

○委員長（野﨑伸也君） 除いたです。そこ

も、前のやつには載せとったですけど、除いた

ですよ。できないようにちゅうかですね、乱発

で来られないようにというところで、私が一番

最初つくっとった案では、それが抜け道として

できるようなあれだったんですが、できないよ

うにちゅうということで、ちょっと修正はかけ

たというふうに思ってます。 

○委員（古嶋津義君） ただ、請願書（陳情

書）と書いてある。これは前んとか。 

○委員（松永純一君） １の最後のところだっ

たと思うとですけど、今古嶋委員が言わすと

は。決議・意見書の提出を求めるものは対象外

とすると、これに当てはまりゃせんかなと。 

○委員長（野﨑伸也君） そこがですね、私が

一番最初の案ば提案しとったときには、それが

ですね、何もなかったですけども、今言われ

た、乱発ばですね、防ぐためにもということ

で、最後のくだり、ただしというところで入れ

させていただいたというようなことでございま

す。 

 中山委員、まだ御意見が出てないですけど、

どぎゃんふうに思っておられますか。 

○委員（中山諭扶哉君） 例えばといいます

か、今回の議会運営委員会以降ですね、また、

次の議会の後もですね、もしも、不都合があれ

ばですね、変えることは、申し合わせ事項です

から、できるというふうに、私は思いますの

で、やるのもですね、非常に前進するんじゃな

いかなというふうに思いますし、不都合があれ

ばですね、また皆さんで話し合って、これはい

かんよねというようなところが出てくれば、ま
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たそれで修正すればいいんじゃないかなという

ふうに思いますけど、はい、個人的な意見で

す。 

○委員長（野﨑伸也君） はい、わかりまし

た。 

○委員（村上光則君） さっき亀田委員からも

ありましたように、私は、請願・陳情が、これ

までよりもですね、より請願者にとっていいこ

とになるんじゃないかなあというふうに、私は

聞いておりましたが、委員長案のとおりで、私

は何も、これでいいんじゃないかなというふう

に思います。 

 先ほども、松永副委員長からも、そういう、

また補足的なつけ加えもありましたから、それ

でいいんじゃないかなと、私は思います。 

○委員（亀田英雄君） 意見が出んだったよう

ですけん、手ば挙げたっですが、これは議会の

姿勢だと思うとですよね。門戸を開いておりま

すけん、どうぞおいでくださいと、ただそがし

こん話だと思うとですよ。条例でも何でもない

し、申し合わせですけん、どうぞ、ありますけ

んて、その取り扱いでよかと思うとですよ。ど

うぞ、意見があられる方はおいでくださいとい

う話ですけん、これは何も、こがしこしてか

ら、閉ざすちゅうほうがおかしかというふうに

考えます。 

○委員（古嶋津義君） 先ほど申し上げました

ように、松永委員が申されたようにですね、委

員会条例との整合性を、もう一回、この辺のと

ころを整理をしていただきたい。 

 それと、先ほど冒頭に申し上げました、全国

議長会の見解では、審査上そぐわないという見

解のようでありましたので、この辺のところ

も、ひとつ整理をしていただきたいと思いま

す。 

○委員長（野﨑伸也君） 先ほどの参考人出席

の要請をするというくだりのところですね、松

永委員のところというのは。先ほど、そこにつ

いては文言を修正しました。委員会が必要と認

めた場合の出席については、八代市委員会条例

に準ずるというふうなくだりに変更させてくだ

さいということで言いましたんで、そこで問題

ないですか。確認をしたいというようなことで

すけれども、事務局にも。 

○委員（古嶋津義君） うちも、持ち帰ってか

ら、皆さんにお話しせんばですね、ちょっとわ

かりませんので。 

○委員長（野﨑伸也君） 古嶋委員、済みませ

ん、きょうは持ち帰れません、もう。 

 もう何回もですね、これ大分前から、私、流

してますんで、そういった中で、この件に関し

ては、何回もここで持ち帰り、持ち帰りとやっ

てますんで、きょうはここで決めさせていただ

きたいというふうに思いますんで、持ち帰りは

できませんので、持ち帰らないかわりに、ここ

で議論をしてください。 

○委員（古嶋津義君） うちとしては、冒頭に

申し上げましたように、従来どおりでいいとい

う見解です。 

 以上です。 

○委員長（野﨑伸也君） じゃあ、もう少し詳

しくですね、その従来どおりでいいというよう

な理由づけを、もう少しお話しをいただきたい

と思うんですけども。増田委員、よろしいです

か。 

○委員（増田一喜君） 請願とかは、署名議員

さんがおられますよね。署名議員さんが、その

請願者の人たちの話を聞いて、署名されてると

思うんですよ。中身を知らずして、ただただサ

インしましたというのはおかしいんじゃないか

な。だから、請願者の人たちの願意というの

は、そこでわざわざ本人さんを呼ばなくても、

紹介議員さんがちゃんと理解してされているか

ら、その人が御説明いただければ、それで済む

ことだろうし、陳情書については、今は、八代

市は結構請願書と陳情書と、同等な取り扱いを
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しているみたいですけどですね。だから、今度

は陳情者の人が陳述をしたいと言えば、それは

各委員長がお話を聞いて、ああ、このことは、

やっぱり出席してお話をしてもらわなまずいな

と、みんなにわかるようにしたい、やらないけ

んなと、委員長が判断されたら、お諮りして、

そして、ここで出る要否を決定されれば、必要

なことであって、わざわざ申し合わせ事項まで

する必要はないと思います。参考人のその制度

で利用してやっていけばいいことであって、あ

えてこれをする必要はないし、そのときの委員

長さんになった人が、委員長さんになった人

で、参考人制度を理解しながら、ちゃんと自分

で委員会の運営はされていくでしょうから、こ

れをこんなんやってするんだと、がっちりして

しまうと、その人の判断とか、そういうのも入

る余地がなくなってきやせんかな、余りにも文

言で締めつけてしまうと、その人の特色という

のもなくなってきやせんかなと。だから、現実

的には意見陳述をしたいという人が出てきたと

きに、そういう話があれば、委員長さんが行っ

て、お聞きになって、それをみんなの前に、こ

ういうことですよ、だから、これをどうしまし

ょうか、意見陳述を聞きましょうかという要否

を、ここで判断されればいいわけでしょう。わ

ざわざ、ほかのところまで、こうやって申し合

わせというかた苦しいあれはする必要はない

と。委員長さん判断でいいと思いますよ、もし

陳述をされるんだったら。 

○委員長（野﨑伸也君） それをここに書いて

あるわけなんですよ。 

○委員（増田一喜君） だから、それは、各人

でいいわけですよ、委員長になられた人が。 

○委員長（野﨑伸也君） だけん、何回も言う

とっとですけど、委員長がかわっていくという

ところの中で、それぞれに、ばらばらにです

ね、なってもらっちゃ困るんけんが、ある程度

の申し合わせで、八代市議会としてはこういっ

た流れでやるんですというのを決めとかんと、

委員長に判断させてしまったらですね、それぞ

れですね、委員長の個人差が出るもんですか

ら、ばらばらになっちゃいかんと。これは、そ

れを指針としていただくという話なんですよ。

委員長がこれを見て、ああ、こういうふうな申

し合わせがあるねと。そうなると、あらかたで

すね、ばらつきちゅうのはなくなってくるわけ

なんですよ。委員会は、この間はごきゃんふう

にしよらしたばってん、今度はごきゃんのごた

っていう、そういった市民の人から思われち

ゃ、やっぱり議会としてはいかんと、私は思い

ますので、あらかたこれは指針というようなも

ので、委員長はこれを見てから、ああ、こうい

うふうにやるんだねというのを進めていただく

ための申し合わせ事項ということで捉えていた

だきたいという。 

○委員（前垣信三君） 済みません、事務局に

確認ですが、現行の規則なり、条例でいくと、

こういった意見陳述をしたいという場合の要否

は、どこで決定ができたんですか。いや、これ

は断りましょう、いや、聞きましょうというの

は、何か条例とか規則にうたってありますか。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 参考人制度

というのはですね、委員会が必要と認めたとき

ですので、請願者や陳情者が意見を述べたいと

いう希望をですね、届ける手だては、今までご

ざいませんでした。 

 ただ、議員さん方などのつてによってです

ね、ぜひ発言させてもらえないかというような

ことで、これまでの運用としては、休憩をとっ

て、その小会なり休憩をとったその場で、非公

式の場でですね、請願人、陳情人がお入りいた

だいて、意見陳述を述べられるというのが通例

でございました。 

 最近の参考人制度としては、庁舎建設絡み

で、陳情人が複数名、参考人として、これは委

員会が必要と認めてですね、参考人として出席
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要請したという例はございます。 

○委員（前垣信三君） 今の説明でいくと、委

員会のほうから要請をして、御本人さんが納得

をしていただければ呼ぶことができる。ただ、

提案者のほうから説明をしたいというのに対し

ては、何も決まりがないわけですな。別に休憩

して云々とおっしゃったから。 

 ただ、これをつくっとけば、その委員会で要

否が決定ができるわけですな。ここが一歩前進

かなと思うとですよ。今までは、陳情者・請願

者が何か意見を述べたいと言っても、何も門戸

がなかったんですけど、これでいくと、一応門

戸は開いて、なおかつ委員会でどうするかは決

定ができるということだから、一つの申し合わ

せとしてはあったほうが、後は、運営が楽かな

と思います。これがあるから、請願者・陳情者

を締めつけるとか、そういう意図は全然感じま

せんので、このまんまで通されても、何も問題

は、私はないと思います。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかにございます

か。 

○委員（亀田英雄君） 文言で締めつけるとい

う表現があったですが、そんなことはどこにも

見当たらないもんですから、どこの部分かな

と。それば変えればよかですけん、どの部分が

文言で締めつけとっとかなというとを、ちょっ

とお聞きしたかったんですよね。 

○委員長（野﨑伸也君） 増田委員、どこの部

分になりますか。 

○委員（増田一喜君） 要するに、私が言いた

いのは、参考人制度があるんだから、それで十

分じゃないかということなんです。あえてする

必要はないんじゃないかと。 

○委員（亀田英雄君） いや、そういう話じゃ

なくて、文言で締めつけるって話やったけん、

どのあたりかなというとをお聞きしたい。 

○委員長（野﨑伸也君） 増田委員、具体的に

締めつける部分というのは、どこに当たるの

か、あるいは全体的にという話なのか、そこに

ついて、ちょっと御意見いただきたいんですけ

ど。今言われたように、そこが引っかかるので

あれば、そこを修正していこうというような御

意見だということでしたので。 

○委員（増田一喜君） だから、参考人制度が

あるわけでしょう。その中に、ちゃんと委員長

の判断材料となるものはあるし、あえてこれを

出す、二重に出す必要はないということ。二重

になれば、申されてないのも、絶対これせよと

いうような雰囲気になると思うんですよ。参考

人制度で、こういうふうに沿ってやりなさいち

ゅうことは、もう既にできているんだから、あ

えて二重にこれをする必要はないと。だから、

それは、その参考人制度を、委員長になられた

人が、ちゃんと事務局と打ち合わせしながら、

これはこういうふうにやったほうがいいんだな

ちゅうことでやっていかれればいいし、だか

ら、これは委員長がつくられたのは、次の委員

長になられた人に、こういうふうな考え方でや

られたほうが、やりやすいですよくらいの話で

いいんじゃないかなと思います。 

○委員長（野﨑伸也君） 増田委員、今、一番

最後に言いなった、それです。これぐらいでや

ったらどうですかということなんですけれど

も、その文言ですけど。よろしいですか、それ

で。 

○委員（増田一喜君） 野﨑委員長がそう思わ

れたら、野﨑委員長が、次の委員長さんにこう

やったほうがいいですよちゅう話でいいんじゃ

ないですか。 

○委員長（野﨑伸也君） それを、私が個人的

に、（委員山本幸廣君「委員長、よかですか」

と呼ぶ）ちょっと待ってくださいね。今亀田委

員が質問から振ったもんですから、よろしいで

すか、今。では、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 増田委員、そのような

考えで、何期も議員してこられたんですけど
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も、私も、委員長の案とか何かで、私たちがこ

ういうことをしたらどうですかという意見を、

議論をしたんですよ。その中で、委員長がある

程度まとめて、副委員長もこの文言については

こういう修正案でしたらどうですかという、ほ

とんど各委員の方々の意見を集約したのが、こ

の一つの手続、目的から、手続からですね、意

見陳述の方法等についても、前回やりましたけ

れども、やはり申し合わせは詳細になればです

ね、大変な問題、今まであってきとるんです

よ。陳述をしたときに、委員長が、委員が求め

るですね。そうしたら、事務局は電話をしてか

ら、おらっさん、おらっさん、おる。こういう

ふうな方やけども、やっぱり休憩をとったりで

すね、物すごく時間もかかるしですね、そうい

う中では、こういう申し合わせしとけば、すぐ

ですね、対応ができるわけですよね。そういう

中で申し合わせしましょうということだけんで

から、目的からずっといいんじゃないですか。

意見の陳述の方法の、５分以内とするとかです

ね、陳述の時間とか、そういうのはみんなで検

討した中で、委員長がまとめてきたわけですけ

んでから、１０分でも２０分しましょうという

ことになれば混乱するから５分ということで、

みんなで決めたんじゃないですか。ぜひとも、

委員長案っていうけんでから、みょうなか。我

々の、これははっきり言って、意見の中で集約

をしてきたわけですけんでから、しとらんと、

この前意見ば言えばよかわけたい、この前の意

見のときに、委員会のときに、どんどん意見言

うて、そして議論してからいかんとしゃがな。 

○委員（中山諭扶哉君） ちょっと確認なんで

すけど、今、これまでの委員会の経過の中で、

意見陳述を求められる場で、非公式だというこ

とがありましたけど、この申し合わせが行われ

た場合は、一応公式の場でそれができるという

ことでよろしいんですか。 

○委員長（野﨑伸也君） そのとおりです。 

○委員（中山諭扶哉君） ですよね。というこ

とであればですね、非常に陳情者にしてもです

ね、うれしいことじゃないかなというふうに思

いますし、いいことじゃないかなと、そういう

のが皆さんの前で発表ができるというのはです

ね、というふうに思いました。 

○委員（古嶋津義君） 今まで委員会に配付の

みの陳情があったと、そこまで意見陳述をした

いということになれば、膨大な量にならせんど

かなと。 

○委員長（野﨑伸也君） 古嶋委員、そこなん

ですけど、先ほども言いました、１番目の目的

のところで、一応それはですね、歯どめをかけ

とっとですよ。一番最後のただしというところ

で、そのくだりです。もう少し足らんとあれ

ば、もう少し文言ば足したほうがよかというと

であれば。 

○委員（古嶋津義君） 委員会で可否を決定す

るというのは、多数決ということになるのか、

その辺のところが、私たちは危惧すっとです。 

○委員長（野﨑伸也君） そこば変えましょう

か、もう少し詳しく。乱発のやつがいかんぞ

と、その意味でここに、ただし書きをしたっで

すけれども、そこでちょっと、もう少しそれを

防ぐような。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 今論議にな

っております部分についての、まず、いわゆる

ばらまき陳情、こういった部分についてはです

ね、１の目的のただし書きのところで、決議・

意見書の提出を求めるものは対象外とするとい

うことで、一般的にばらまき陳情というのは、

全国的に出される要望でございまして、ほとん

どが意見書提出ということで、こちらについて

は認めないということです。 

 それと、３番目に、意見陳述の手続とありま

すが、ここの冒頭に、意見陳述は、委員会に付

託された請願書等を対象とするということです

から、委員会に参考送付されるものについては
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対象外となります。 

○委員長（野﨑伸也君） 古嶋委員、この２つ

で、一応歯どめをかけているということですの

で、よろしいですかね、御理解は。 

○委員（古嶋津義君） 次長、今のところ、ど

こだった。 

○委員長（野﨑伸也君） 一番最初の目的のと

ころの一番最後、ただしからのところですね。

ただしというところ。 

○委員（古嶋津義君） 決議・意見書だろう。 

○委員長（野﨑伸也君） その次は、３番目、

意見書の手続のところで、委員会に付託された

請願書等を対象としというところで、２つ、２

段で歯どめをかけているというようなところで

す。（｢参考送付に関しても」と呼ぶ者あり） 

○委員（山本幸廣君） それは対象外。付託さ

れたもんたい。「これ１つつくっとくと楽だ」

「委員長がですね」｢迷わんでいいけん」｢委員

長が楽ですたい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） もう意見はありませ

んか。 

 古嶋委員、よろしいですかね。ほかに何か修

正箇所とか、ここは気になるよという、気にな

るところがあれば。 

○委員（古嶋津義君） 修正箇所じゃなくて、

私どもは、あくまでも審査上そぐわないからと

いうことで、今までどおりということで。 

○委員長（野﨑伸也君） いろいろ、今のとこ

ろで不備な部分についてもですね、古嶋委員か

らも御指摘いただきまして、御理解いただいた

かなというふうに思います。 

 もうそろそろ、やがてですね、きょう始まっ

てから、もう１時間ぐらいたつぐらい議論もし

ていただきましたんで、これまでも何回もです

ね、これをやってきたという経緯がありますん

で、そろそろ皆さん方の最終的な御意見をお伺

いしたいと思いますけれども、どうでしょう、

私が今聞いた感じでは、これをそのまま申し合

わせ事項として置いておくべきだろうというこ

とで、そっちのほうが多いかと思いますが。 

○委員（古嶋津義君） もう１点よかですか。

費用弁償の話ですが、これは請願者みずからが

したのは支給しない。こっちから要請したとき

は支給するちゅうことですか。 

○委員長（野﨑伸也君） ここにですね、先ほ

ど言いました条例の中ですかね、参考人のとこ

ろのくだりのところで。 

○委員（古嶋津義君） 下のほうを適用するち

ゅうことで。 

○委員長（野﨑伸也君） そこがありますん

で、呼んだ場合には支払いはしなきゃいけない

というのがあります。そういったあれがありま

すんで、決まりが。ただ、みずからですね、と

いうのが、今度の趣旨になってますんで、そち

らについては支給しないでいこうというような

ことを提案させていただいているというところ

です。 

 ほかにございますか。よろしいですか、古嶋

委員。 

○委員（古嶋津義君） １点聞くばってん、こ

の前、休憩時間に参考人意見陳述した場合、あ

れは、つまり出とらんわけ。 

○委員長（野﨑伸也君） 出してあります。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 休憩中にで

すね、請願人や陳情人が発言をされるケース

が、過去にございましたが、これは参考人制度

を使っておりませんので、費用弁償は一切支給

しておりません。 

 ただし、庁舎建設のときに出席をいただきま

した参考人については、規定どおりの日当を支

払っております。 

○委員長（野﨑伸也君） 古嶋委員、よろしい

ですか。 

○委員（山本幸廣君） ２０００円か３０００

円ぐらいやったろう。 

○委員長（野﨑伸也君） ２２００円。 
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 そろそろですね、ということでございますけ

れども、今、いろいろと議論いただきまして、

これまでも何回もいただきましたけれども、あ

らかた修正も大分固まってきて、皆さん方の落

ちつくようなところまできたのかなということ

と、あわせて、そのまま、このままどおりです

ね、今修正かけたやつで、申し合わせ事項とし

て決定していくべきだろうというような意見

が、私的な感じでは多かったんですけれども、

そのような形で進めさせていただいてもよろし

いですか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） では、もう一回確認

いたします。 

 八代市議会における請願・陳情者の意見陳述

についての申し合わせ事項については、協議が

整ったということで、ただいま協議いたしまし

たとおり決定することに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。（｢異議あり」と呼ぶ者

あり） 

 それではですね、続いての項目ということに

なります。 

 レジュメのほうを見ていただきますと、②番

目ということで、政務活動費の使途基準等とい

うことでございます。こちらについては、前回

ですね、会派室、――。 

○委員（増田一喜君） 議運の協議なんちゅう

のは、これは多数決ばっかしでいくんかな。前

から全会一致ちゅうのをやってたんじゃない

の。どうなのかな。 

○委員長（野﨑伸也君） 増田委員、委員長か

らよかですか。多数決もあったというふうに思

いますけれども。 

○委員（増田一喜君） いや、あったでしょう

けど、ずっと、大体全会一致でやってきたでし

ょう。異議ありで、ありきで進めてきているん

じゃないの。我々最終、これば必要ないんじゃ

ないかと、参考人制度があるから必要ないんじ

ゃないかちゅうということでずっとしとる。例

えば、そう言われるから、文言については、こ

こはというふうな話をしていっただけで、基本

的にはこれは必要ないということですよ。 

○委員長（野﨑伸也君） いや、必要ありが多

かったもんですから、そういうに決させていた

だいたということです、委員長判断として。よ

ろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） 不毛な話はやめましょ

うよ。必要なら、委員長に申し合わせば、そこ

ばやればよかっだけんという話もされたじゃな

かですか。それは必要ちゅう話ですもん。 

○委員（増田一喜君） いやいや、それはあな

た以外の、個別に、個人的に話されたらいかが

ですかちゅう。 

○委員（亀田英雄君） 委員長の許可を得ない

で、話をまぜくらんどってくれんですか。それ

ばしとっとだけん。 

○委員（古嶋津義君） うちは、審査上そぐわ

ないという意見ですので、反対ということで

す。 

○委員（亀田英雄君） 委員長、多数決ばしっ

かりとんなっせえよ。今までもとっとるとだけ

ん。 

○委員長（野﨑伸也君） とらなくても、今も

う、決したんですので、それでいいと思うんで

すけれども。あえてとりますか、じゃあ。

（｢とりましょう、とりましょう」「よかじゃ

なか、とらんで」と呼ぶ者あり）私はとらんほ

うがよかかなと思いますけど。（｢申し合わせ

だけんな」と呼ぶ者あり） 

○委員（前垣信三君） 逆に、これ、ある意味

では市民にとって開かれとるんですよね。今ま

でが、市民が意見を申し述べたいちゅうても、

その機会がなかったのに、申し述べてよかです

よという、一歩進んどるわけだけん、これをし
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たけんって、旧来の条例かれこれに何も問題が

あるわけでも何でんなか。条例はそのまま生き

とるし。逆に、市民に開かれたのに、市民に開

くなと言われるのがおかしいと思います。

（｢そのとおり」「そのとおりですよ」と呼ぶ

者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 一応、私は委員長

で、先ほどの件については決しましたので、特

段何も言うことはないんですけれども、あえ

て、決をとれというのであればとりますが。

（発言する者あり） 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 表決に当た

って異議が出た場合は、起立なり採決をとらざ

るを得ません。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。じゃ

あ、とります。 

 じゃあ、もう一回戻しますね。 

 先ほどの八代市議会における請願・陳情者の

意見陳述についての申し合わせ事項について、

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○委員長（野﨑伸也君） 賛成多数ということ

で、この件については決定していくということ

に決しました。（発言する者あり） 

 これでよろしいですか。皆さん大丈夫です

か。 

 では、次に進めさせていただきます。 

 レジュメのですね、②政務活動費の使途基準

についてということで、前回ですね、今、地震

によって鏡支所の議会棟の中に会派室を設けら

れないというような状況になってますと。そう

いう中で、今、政務活動費を使ってですね、別

の場所に事務所、会派室をですね、借りられて

いるところがあると。それについて、事務局サ

イドとしての考えもですね、聞きましたし、じ

ゃあ、ということで、案をですね、出していた

だいたということがありました。 

 ４点出していただいた、山本委員から４案目

ということで出していただいて、事務局から３

案出されましたけれども、それについてです

ね、２案、貸し事務所賃借料の補塡ということ

と、鏡支所内に設置しますよという、この２案

がありましたけれども、じゃあ、鏡支所内にで

すね、これを、会派室をつくった場合どうなる

んだと、どういったレイアウトになるかとか、

どういうふうな形でですね、いけるかというこ

とで、少し事務局のほうにですね、案をつくっ

ていただきましたんで、そちらのほう、まずは

説明をですね、皆さんと聞きたいというふうに

思います。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 今委員長か

らありましたように、会派の控室については、

２案に絞られまして、鏡支所内に会派控室を設

置する案と、現在の貸し事務所の賃借料を補塡

する案と、２案に絞られたところです。 

 それで、お手元に横長で、鏡支所庁舎３階配

置図というのがあると思います。１ページ目が

現況とありますが、まずは、鏡支所内に設置す

る案というところから説明をさせていただきた

いと思います。 

 基本的な考えといたしましては、交渉団体で

ある３人以上の会派、こちらが７会派ございま

す。これまでのように、自民３会派を１グルー

プとしました場合に、５つのグループ、それに

少数会派を共有の部屋を御使用いただくと想定

した場合に、最低でも６つの部屋が必要となっ

てまいります。そういう基本的な考え方で、案

を考えてみました。 

 １ページ目は現況です。小会議室と和室と、

今２部屋しか、議員控室として御提供できてお

りません。 

 次のページをお開きいただきますと、まず、

第１案といたしまして、情報政策課の移転の案

でございます。現在情報政策課は北側の執務

室、およそ４部屋を専有しております。情報政

策課が移転しますと、情報政策課の２係とマシ
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ン室、電算書ということで、４部屋があいてく

ることになります。多少使い勝手が悪い部屋に

なっておりますが、事務局の執務室と入れかえ

る等によって、何とか６部屋は確保できるとい

うことになりますが、この費用に関しまして

は、まず情報政策課の移転先を確保すること、

それと、移転にかかる費用として、震災時に本

庁からこちらに移転した際に、さまざまな経

費、総額で約１０００万円程度要しておりま

す。 

 次のページが、第２案ということで、こちら

は、事務局の移転案でございます。現在全協室

で使っております大会議室、こちらは３分の１

と３分の２程度の広さに分割できる扉がござい

ます。これでもって、事務局を大会議室の一角

に移転することによって、現在事務局で使用し

ております４つの部屋、こちらがあいてまいり

ます。これで、従来の２部屋と合わせて６部屋

の確保が可能となります。この際にかかる費用

については、基本的に職員で行いますので、費

用はほとんど発生しないというふうに考えてお

ります。 

 次のページが、第３案としまして、２階に和

室の２間続きの部屋がございます。こちらのほ

うを洋式に改修し、仕切りを入れます。現在和

室、３階にございます、こちらも様式に改修を

して、間に仕切りを入れて２部屋といたしま

す。そして、議会事務局の議事調査係が入って

いるところ、こちらを控室とし、その議事調査

係は、総務係と、その隣の給湯室、旧執務室で

ございますが、こちらの壁を取り払ってです

ね、２係押し込むというようなことで、そうい

った改修をすることによって、６部屋を確保し

ようという案でございまして、かかる経費は約

５００万円と積算しております。 

 最後に、貸し事務所の現在の賃借料の補塡案

ということでございますが、これは現在、改革

クラブさんを中心としたグループで借りておら

れる賃料、それに未来さんたちが借りてらっし

ゃるところの賃料、それに自民３会派が、今後

事務所費として計上するとしたときの予定金額

等を勘案して、月額、３グループで１６万５０

００円、これが年間１２カ月、そして、新庁舎

の完成までの新年度からの向こう４年間で計算

をしますと、約８００万円程度の賃借料が必要

になってくるということになります。これにつ

いては、少数会派のほうでも、そういった補塡

をするということになると、新たに貸し事務所

を借りられるというようなことも考えられます

ので、プラスアルファというふうにお考えをい

ただきたいと思います。 

 一応、事務局からは以上のような案で御説明

をさせていただきました。 

○委員長（野﨑伸也君） ありがとうございま

した。事務局のほうでですね、移転とか、いろ

いろですね、事務局の移転だったり、情報政策

課の移転だったり、あるいはというようなこと

で、いろいろとですね、案をつくっていただい

たという、大変ありがとうございました。 

 詳細にですね、金額の見積りのほうも、多分

とられてから、いろいろと言われているという

部分もありましたんで、それをもとにですね、

皆さんと、じゃあ、どういうふうな形でやって

いきますかというところを、今から議論してい

きたいというふうに思います。 

 今の説明について、御質問等あれば、まずは

いきましょう。 

○委員（古嶋津義君） まず、第１案ですけれ

ども、情報政策課の移転先とですね、そして、

電算室の移転はぴしゃっと可能か、その辺をち

ょっと心配しますが。 

 それとですね、第２案にはなかですが、第３

案、確かに２階のですね、和室、これは昔職員

の休憩室だったと思いますが、そこはあっとは

あっとですばってん、今、そこは何も使うとら

んとかな。 
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○委員長（野﨑伸也君） ２つでよろしいです

か。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） まずは、情

報政策課の移転につきましては、移転にかかる

費用だけ確認をとっただけでですね、移転先と

か、そういったのは全くまだ協議に入っており

ません。 

 それと、２階の和室についてはですね、現在

会議室等で利用がされているということです。 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。 

○委員（古嶋津義君） ２階ちゅうか、庁議室

じゃなかですよ。向こうのほうは、和室の２部

屋何かあったろうが、あそこのことば言いより

ます。あそこは会議に使いよっと。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） ２間続きの

和室につきましては、会議等で利用しておりま

す。 

○委員（古嶋津義君） 会議する場所がなから

んといかんとかな。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 現在です

ね、仮設庁舎ができまして、事務局で管理して

おります大会議室の利用頻度も若干下がっては

きております。しかしながら、会議室は絶対的

には不足している状況にはございます。 

○委員（古嶋津義君） 例えば、鏡のまちづく

り協議会等で会議するときですね、向こうもこ

っちも足らんもんだけん、農協のそこばお借り

してから会議しよるときもあるんですよ。実際

的には会議室足らんとじゃなかかなという認識

はあります。 

 ただ、今言われた、２階の和室とですね、こ

の隣か、和室と昔資料室だったとか、その辺は

ちょっと利用できるとかなと思うばってん。確

認ですが、これは３人以上の会派に割り振ると

いうことですか。 

○委員長（野﨑伸也君） 基本的に３人以上の

会派で、先ほど自民党さんは１グループという

ふうにまとめさせてくださいという説明があり

まして、じゃあ、６部屋ですよね、ひとり会派

とかは１つのところに入ってもらうという話

で、６部屋準備すればいいだろうということで

すので、今言われたうよに、３人以上の会派の

ところが主流になってくると、１部屋ずつやっ

ていくという話ですよね。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 補足をいた

しますけど、これまでの会派室のですね、使用

基準ということで、申し合わせが、既に先例と

してできておりまして、これについては、交渉

団体、現在３人以上の会派を指すわけですが、

そちらと、あわせてですね、政党を名乗る、１

人あるいは２人の会派についてもですね、個別

に供与するというふうになっております。です

から、今後少数会派については、１部屋で共有

ということになると、この辺の申し合わせも、

若干見直す必要が出てくると思われます。 

○委員（古嶋津義君） 今の申し合わせからい

けば、共産党さんは１人でも、党だけん、それ

ばつくらんばんということだな。 

○委員長（野﨑伸也君） 私も確認しますけ

ど、絶対的に与えんばいかんという、今の条例

でいけば。条例ちゅうか、先例という話です

か。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） あくまで先

例です。申し合わせでございますので、議員の

皆さん方の総意でもって、変更も可能でありま

す。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに質疑。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、特に事務局に

はありがとうございました。 

 私のほうから提案したもんですから、私の、

今、この資料と説明の中で、資料等見ますとで

すね、鏡支所庁舎の３階の配置の第２案、委員

の方々も目を通していただいたと思うんですけ

ども、大会議室の議会事務局ということで、今

黒塗りをしてあるんですけども、ここならば、

移転の費用も要らないし、この案でいったら、
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私は一番いいんじゃなかろうかと思います。事

務局が本当に苦労してつくっていただいたんで

すけども、ほかの案については、いろいろと、

今古嶋委員からも、確認をする事項もあるし、

また、問題も少しずつあるような気がしますの

で、よろしかれば、第２案ですね、ここでです

ね、これからひとつ、委員長、お諮りいただい

て、決定すれば、それなりにひとつ、詳細にで

すね、検討していただくようにお願いをいたし

たいと思います。 

○委員長（野﨑伸也君） 今、第２案でという

ような意見がございました。 

 質疑、ほかにあります。 

○委員（中山諭扶哉君） 一番最後のページの

１６万５０００円という金額なんですけど、前

回ちょっと、それぞれ一覧表をつくるようなイ

メージがあったので、よければ、現状の使われ

ている人数と、そこの金額ぐらい、ちょっと口

頭でも教えていただければと思います。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。 

 ちょっと待ってください。小会します。 

（午前１１時０９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１１分 本会） 

○委員長（野﨑伸也君） 本会に戻します。 

 今、資料のほうをですね、中山委員から言わ

れた部分について、事務局のほうでまとめてい

ただいとった分がありますので、ちょっと説明

のほう、よろしいですか。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） まず、お配

りしました資料についてですが、上のほうに書

いてあるのはですね、改革クラブさんと連合市

民クラブさんと日本共産党さんの３会派で共同

で借りておられるところで、現在本町２丁目の

商店街振興組合の２階におられますが、こちら

についてですね、月額３万６０００円。それ

に、下段が、月々の電気代、そして、次の段が

電話代というようなことで記載をしてございま

す。 

 次が、無所属未来さん、政友会さん、維新さ

んの３会派で借りておられるところの事務所費

がごらんのとおりとなっております。 

 最後に、自民党さんのほうは、党の事務所が

ございますが、会派控室がないということで、

現在その一角を会派控室としてですね、実質利

用されておりますが、現在事務所費として、今

後計上したいというようなことで、その際想定

される金額として、こちらに記載の金額を想定

しておられるということで、これらを基礎に、

先ほど積算した金額が出てきたところでござい

ます。 

○委員長（野﨑伸也君） 中山委員、よろしい

ですか。 

○委員（中山諭扶哉君） ありがとうございま

す。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに質疑ございま

すか、質問等。 

○委員（松永純一君） 質問じゃないですけど

も、この前、うちの山本代表が提案されるとき

に言われたように、やっぱり議場とかですね、

会派控室というのは、同じ建物の同じフロアに

あるのが、やっぱり一番使い勝手がいいのかな

という意味では、先ほど言われたように、第２

案がですね、経費が要らないで会派室を設ける

ようなというのが、適当じゃないかと、私もそ

ういうふうに思いました。 

○委員（亀田英雄君） 議会事務局、さっきの

話は、左のほうに、大会議室のほうに移転する

と。これの平米数は書いてないんですが、機能

するのか、大会議室は大会議室で機能するのか

という点について伺いたいと思います。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 議会事務局

が一角を利用するという案でございますが、こ

の議会事務局が専有する面積は約６０平米とな

ります。残りが９０平米ということで、これま

で大会議室として利用しておりました会議室
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は、中規模の中会議室程度の利用になろうかと

思われます。 

 現在仮設の庁舎ができまして、会議室もそち

らのほうに設けてございますので、利用頻度は

かなり少なくなってきております。 

 また、これまでと同程度の広さを必要とする

会議をする際には、お隣の文化センターにも大

会議室等がございまして、そちらの利用頻度等

も既に調査をいたしました結果、支障はないだ

ろうというふうに考えております。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。 

 ６部屋を用意すればよいという話だったかと

いうふうに思うとります。 

 多分、２案しかなかっだろうと思うとです、

ということでしゃべっとっとですが、２案の、

ちょっと色の濃い部分を会派室に宛てがいたい

という話なんでしょうけど、それぞれですね、

今までの松江城の庁舎の控室と、どの程度違う

とかなと。あんまり変わらんぐらいの面積が、

１人頭確保さるっとかなというふうに思うんで

すが、その辺の見解はありますか。なければよ

かですが。 

○委員長（野﨑伸也君） 議員１人当たり何平

米とかという、何かくだりがあったですよね。

何平米か、私忘れたんですけど、そこら辺、答

えられますか。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 第２案でい

きますと、議会事務局総務係とあります。こち

らは、そもそも正副議長室ということでしたの

で、現在情報政策課の隣に議長室というのを設

けておりますが、この案になった場合は、こち

らの議長室と控室の入れかえ等も考えなきゃい

けないかなとか、そういうことも考えてはおり

ますが、いずれにしましても、１人当たりの平

米数となりますと、何分、どの部屋も大体同じ

ような広さで、局長室とそのお隣を除いてです

ね、大体２５から３０平米というようなこと

で、自民党さんの３会派を除きますと、１人当

たりの面積はかなり大きくなるんじゃなかろう

かと思います。 

○委員（亀田英雄君） 仮定の話なんですが、

多分、３４平米のところが一番広かけん、自民

党さんの３会派さんが入るのかとしたときに、

１０人で狭くはないかなという感じもせんでも

なかというとと、議長室がそっちにいくと、議

長、これはもう４年間これですっとですけん、

議長応接室というのは必要なかですかね。その

辺の見解を伺いたい。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） ごらんにな

られた方もいらっしゃると思うんですが、現在

議長室を設けておりますが、そこには議長と副

議長の執務の机、椅子、そして、少したくさん

のソファーを置いてですね、議長応接室として

も使えるようにしております。 

 本来ですと、正副議長室と議長応接室という

ことで、２部屋設けることができれば、それに

こしたことはないとは思っております。 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） 自民党さんが入ったと

きに、狭いと感じらんかなあというとは。それ

はもう、主観の問題だけん、何とも言えんばっ

てん。 

○委員長（野﨑伸也君） 前の松江城のところ

は結構広かったよね。あれは何平米かな。 

○委員（山本幸廣君） 今、一つの案が出てで

すね、この案で方向づけをしていただければ、

詳細については、これを執行するのが、施行す

るのが、改選がことしありますのでですね、そ

の改選後にするのか、その前にするのかという

状況で、ひとつその検討をしていただければ、

また、その次にですね、詳細に、会派からの理

解というのを得らないかんと思いますので、よ

ろしければ、委員長のほうで進行する中でです

ね、そこまで考えていただければなと思います

が。 

 と同時にですね、先ほど来の自民党さんも、
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はっきり言って、２９年度から計上予定という

ことを考えておられますし、ここらについて

も、会派室ができたから、事務所というのは持

ってはいけないと、そういうのはないわけです

ので、これはずっと生きていくと思うんです

よ。ですから、私が当初申し上げたのは、やは

り議会棟があって、事務局があって、直接その

時間で、やっぱしいろんな資料の取り方とか、

そういう関係があるけんでから、会派室は、や

っぱし議場内のところに会派室はつくったほう

がいいんじゃないかという、そういう目的で、

私が提案させていただきましたので、その中

で、今第２案ということで方向づけしていただ

ければ、あとについての、平米数については、

詳細に後からですね、会派条件があると思いま

すけんでから、１人会派については、絶対これ

は、前の申し合わせがあります。今事務局が言

ったように、３人であろうが、４人であろう

が、１つの部屋を、１人平米数で４人おってい

ただくという、机とかパソコンとか何かあるも

んですけんでから、やっぱり１人当たりの平米

数というのは、おのずとしてやらないかんだろ

うというふうに思っておりますので、そういう

申し合わせをしておったと思いますからです

ね、そこあたりの検討して、次回に検討してい

ただければと思いますが。 

○委員（亀田英雄君） 今、山本代表の話のと

おりで、方向性はよかと思います。といいます

か、この事務所ば探すときに、鏡にはでけんと

だけんていうとが前提で聞いとったんもんです

けん、なん、でくっとかという、私は面食らっ

てから、ちょっと、今の事務所も、今期末まで

の契約で、たしかしとるんもんですけん、ちょ

っと面食らったもんですけん、詳細について話

をしたんですが、その辺も含めて、皆さんで協

議いただけるのであれば、そこはもう、それで

よかろうというふうに考えます。 

○委員（村上光則君） やっぱし、これからも

検討すべきことが非常にあるかなというふうに

思いますので、改選後にちゃんとしたあれを検

討してですね、改選後にもんだらどうかという

ふうに思います。 

○委員（村川清則君） ちょっと確認です。今

まで全員協議会やるときは、この仕切った部分

の下だけでやりよった、全部使いよったでしょ

う。となれば、全員協議会、窮屈かな。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） もし、事務

局が大会議室の一角を使った場合はですね、全

協は議場でというふうに想定しております。 

○委員長（野﨑伸也君） 全協を議場でです

ね。 

○委員（古嶋津義君） 仮に、先ほど亀田委員

からちょっとありましたが、一人一人の平米数

とか、ここはでけんとよね、前のごつ、狭もう

なしたり、広なしたりちゅうとは。これ以上、

そのままちゅうことだろうけんな。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 必ず改修費

用が伴います、かなり金額のですね。 

○委員（山本幸廣君） 私の、ここの建築担当

と話したところが、簡単に、これはおっぽがら

れるて、あんまり改修費要らんて言うたばい。

全部、鉄骨は吹き抜けげなもん。ただ壁ばして

あるばってん、鉄骨の柱が２本あってな、あと

は全部すぐ払わるって、とかるって、それは聞

いとってんが、俺は聞いたけん。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 山本委員お

っしゃるとおりですね、構造上は何ら問題ない

ということですので、場所によってはですね、

比較的容易に改修は可能だとは聞いておりま

す。 

○委員（古嶋津義君） 唐突な話ですばって

ん、前の真ん中、このスペースがあって。

（｢屋根かければよかったい」と呼ぶ者あり）

（笑声あり） 

○委員長（野﨑伸也君） ほかにありますか。 

 なければ、ちょっとまとめたいと思うんです
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けれども。 

○委員（中山諭扶哉君） 済みません、ちょっ

とちっちゃいことだったんですが、この１６万

５０００円の中には、要は電気代とか通信費と

かは入っているんで、実際はそこが、こっちに

来たときに、その分はかかりますよということ

ですよね、会派ごとはですね。この比較する中

で。よかです、細かいことです。 

○委員（古嶋津義君） 先ほど、山本代表のほ

うからちょっとありましたが、選挙も終わって

からちゅう話だったですけど、それくらいにな

っとかなと、個人的な見解です。 

○委員長（野﨑伸也君） じゃあ、まとめさせ

ていただいてもよろしいですか。 

 とりあえずですね、案を出していただきまし

た。まずはですね、この間取りとか、そういう

のがありますけれども、いろいろとですね、こ

ういった不測の事態の中で、ここに狭い中でも

用意しようという話でしたんで、今までの平米

数とかというのもですね、危惧する部分、心配

する部分はあっとですけれども、我慢していた

だくと。何よりもですね、多分、この２案を、

いいじゃないのというふうに言われたのは、移

転費用がかかってない部分について、やはり皆

さん方、議員として、やはり御迷惑を市民の皆

さんにかけちゃならんという思いで、２案とい

うような話をされたかと思いますんで、なるべ

く改修費用をかけないということを前提すると

いうことであれば、私は、やっぱりこの２案を

中心にいければというふうに思うんですけれど

も、ほかにも、これも検討したほうがよかっじ

ゃというとがあれば、今ちょっと聞きますけれ

ども、一緒に。 

○委員（増田一喜君） 私も、考え方としては

２案がいいのかなと思った。ただ、ここには、

一切触らない、ただ移転するだけで、費用がゼ

ロとおっしゃられたけれども、言われたよう

に、人数が多いところ、少ないところになって

くると、ちょっと広さによって、これを少し、

１室でも壁をするというようなんやったら、ど

れぐらいかかるのかな。今はわからないでしょ

うけど。それも、もしするんだったら、少しず

らせるんだったら、少しはずらせる部分ちゅう

のは。 

○委員長（野﨑伸也君） どぎゃんでしょう。

今ちょっとお願いしたとが、なるべく金をかか

らんようにやりませんかと、今ちょっと御提案

を、私の中ではしたつもりやったですけど、ど

ぎゃんでしょう、そこは我慢できんということ

であれば、そぎゃんふうにせないかんですし、

今、こういう事態なんで、我慢していっちょく

かということであれば、この２案のとおりでよ

かですけれども、そこら辺はどきゃんでしょ

う、増田委員。 

○委員（増田一喜君） 少しでもね、できるだ

けかからないようでいいんですけれども、せめ

て、どこかの壁一つば、少しずらして、少し面

積を確保していただければ。机なんか置いた

ら、本当に通るときに、本当に壁すりながらと

いうような状況が出るんじゃないかなと思っ

て。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。それ

は、とりあえず持ち帰って、きょうはもらおう

かと、これは思うんですよ。だけん、その中

で、それも。 

○委員（増田一喜君） 状況を、どうしても壁

をずらさないという状況であれば、ずらしてほ

しい。それでも我慢して入れと言われれば、皆

さんがね。（発言する者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。事務

局、例えばですよ、壁をちょこっとずらしたぐ

らいのところの金額が幾らぐらいかかるよとい

うのを、増田委員に、後から、検討材料として

お伝えしていただければと思うんですけれど

も、そこは大丈夫ですか。見積りじゃなくて、

ちょっとしたことを確認していただいて、金額
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的なところは、増田委員にお伝えするというこ

とでよろしいですか。 

○委員（増田一喜君） この状態で、先ほども

想定ということで、亀田委員が言われたけど

ね、総務係のほうになると、３４平米ですか

ね。ほかの４人とか、そこらの人たちは、ほか

のところに行けば、結構広いところになります

よね。１０人から比べると余裕があり過ぎる。

だから、そういうところで、少しできないかと

いう、その思いがあったもんだから。委員長が

言われたように、出れば、それでいいのかな

と。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。 

 ちょっとまとめますね。きょうはちょっと、

御提案させていただいたのが、きょうのきょう

ですので、やっぱり持ち帰っていただこうとい

うふうに思ってます。 

 まとめなんですけれども、一応第２案のほう

で、皆さん進めていっていただけるということ

でよろしいですかね。それで、一応、これ全部

持っていってもらいますんで、その中で、こう

いった意見が出たとかという話はですね、もち

ろん当然よろしいかと思いますけれども、なる

べくお金のかからないということで、この２案

を中心にしてくださいということで検討してく

ださいということが一つあります。 

 もう１点、いつからやりますかということな

んですけれども、今、改選後が一番いいんじゃ

ないのかというような話もですね、出ておりま

したんで、いつからやるのか、じゃあ、これを

ということですね。２つ目です。 

 あと、もう一つ大事なところがあります。

今、皆さんが、鏡の支所に会派室を設けられな

いというような前提の中で、じゃあ、よそに会

派室を設けてくださいということで借りられて

いる部分があります。今、こういうふうに資料

を出させていただいたんですけれども、こうい

った支払い等がありますけれども、じゃあ、こ

ちらについてはどうするのかというところもで

すね、今政務活動費で支払いをさせていただい

ているというのがありますけれども、基本的に

ですね、会派室をここに設けられないというよ

うな中で、でも、事務局としては、ちゃんとよ

そに設けられるのであれば、それを負担するべ

きだというような見解もありましたもんですか

ら、じゃあ、今後も、もし、仮に改選のときま

で、あと何カ月かありますけれども、その間を

事務局としてお支払いをしていただくのか、あ

るいは我々の政務活動費から支出していくの

か、そういった話もですね、ちょっと、持ち帰

ってからしていただきたいというふうに思いま

す。 

 以上３つ、よろしいですか。 

 何か質問等あれば、今伺いますけれども。 

○委員（亀田英雄君） 委員長、復唱していた

だけませんか、３つの復唱を。 

○委員長（野﨑伸也君） まず１点目ですけれ

ども、きょういただいたこの配置図ですね、何

案というのがあります。これは持って帰ってい

ただいて、言いましたとおり、方針的には、こ

ういった不測の事態ですので、お金をかけない

で、会派室ができるような形で話を進めたいと

いう方向性です。ですから、第２案を中心に、

会派では話し合いをしてくださいと。今、増田

委員が言われた、もう少し１人当たりの面積が

広い、狭いとか、そういった部分がありますの

で、そういった分も含めてですね、意見等をお

聞かせいただきたいというふうに思います。 

 ２点目、じゃあ、いつからやりますかという

ことですね。いつからというところ。今、改選

後からがいいんじゃないかという御意見が多か

ったというふうに思いますけれども、そういっ

たところも会派で話し合いをしてください。 

 最後、今、それぞれに会派でお借りしている

部分、会派室がありますけれども、その部分に

ついては、じゃあ、どうするのかと。この鏡支
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所に会派室をつくった場合、じゃあ、議会事務

局からは支出はしないのか、あるいは自分たち

の政務活動費の中から、今借りている部分につ

いては支出をしていくのかというような部分が

ありますよね。もちろん引っ越しとか、もしす

る場合については、その費用もかかります。そ

ういった部分も含めてですね、じゃあ、どうし

ていくかというところもですね、検討していた

だきたいという、３つということになります。 

 よろしいですか。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

○委員（古嶋津義君） １つ確認ですが、亀田

委員、いつまでか、契約期間は。 

○委員（亀田英雄君） 今年度ちゅうか、今任

期って思うとったですよ。 

○委員（古嶋津義君） 任期中借ってあっと。 

○委員（亀田英雄君） そげん、書類ば見たわ

けじゃなかですが、そのような気持ちで話をし

ました。 

○委員（古嶋津義君） 契約は８月ぐらいまで

ちゅう。（｢契約はそがんなっとる」と呼ぶ者

あり） 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。ほ

かにございますか。 

 増田委員、よかですか、質問等、よろしいで

すか。 

 それでは、今の政務活動費の使途基準の件に

ついては、それでお願いしたい、持ち帰ってい

ただきたいというふうに思います。次回までと

いうことでございますので、よろしくお願いし

ます。 

 それではですね、続いて、まだ時間がありま

すので、続きます。 

 ③番目、会議出席費用弁償の見直しというこ

とで、これ、連合市民クラブのほうからです

ね、提案させていただいておりましたんで、資

料のほうをお配りしました。 

 連合市民クラブのほうで、こういった趣旨

で、こういうふうに変えたいんですと、御検討

いただけないですかねということで、資料をつ

くらせていただいておりますんで、こちらにつ

いて、ちょっと目を通していただきたいという

ふうに思います。 

 済みません、じゃあ、私が出しておりますん

で、私がちょっと資料についてお話しします。 

 費用弁償の見直しについては、前回のです

ね、前期の議会改革の中でもですね、話をさせ

ていただいた経緯があります。 

 変更がありました。ということで、変更され

た部分については、表につけております。２３

年９月１日以降、現行ですよね、の部分につい

ては、このように前回から変更がなされました

ということでございました。 

 ただですね、これについてもですね、まだ、

今の時点では、いろんなよそのですね、地方議

会を見てみますと、廃止になっている部分とか

ですね、実費支給というのが非常に多くなって

きていると。いろいろですね、マスコミの報道

でも、いろいろな報道があっているという部分

がありまして、さらに議論をしていきたいとい

うことで、２案を提案させていただいておりま

す。 

 真ん中から下になりますけれども、まず１番

目については、費用弁償、これは会議出席の際

の日額の支給分ということになりますけれど

も、それの廃止ということを、１案目に出させ

ていただいております。 

 ２案目ですけれども、こちら、実費支給とい

うことにしております。１キロ当たり３７円と

いうような、これは八代市の条例のやつをその

まま適用しているという状況がありますんで、

議会のほうもそれに適用されてますんで、その

件で、実費支給ということ。 

 この２案をですね、連合市民クラブから提案

させていただいているというところでございま

す。 

 こちらの件については以上です。 
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 皆さんから何か質問があれば、お受けしたい

というふうに思いますけれども。ございません

か。 

○委員（亀田英雄君） ２案を、もし仮にです

よ、採用した場合。 

○委員長（野﨑伸也君） ２案、実費支給の件

ですね。 

○委員（亀田英雄君） どのように変化が見ら

れるとかな。 

○委員長（野﨑伸也君） 例えば、１０キロ未

満、計測するわけですよね、家からこの会議場

所、ということは議会ですよね、この議会棟ま

で、鏡支所までということで、その実測に合わ

せて、車賃１キロメートル当たりを掛けると、

その分を支給するということ。例えば、１０キ

ロあれば３７０円支給しますよということでご

ざいます。（｢掛ける２やろう」と呼ぶ者あ

り）ああ、往復だけんですね。そういうことで

す。 

○委員（亀田英雄君） 日当と宿泊料というと

ころについてはどうなるんですか。これは費用

弁償に、前入っとったかな。これも見直すとい

う話かな。 

○委員長（野﨑伸也君） そこは何も、今のと

ころはありません。 

○委員（亀田英雄君） 表の中の話ですな。わ

かりました。 

○委員長（野﨑伸也君） これが第５条という

ところの関係につけられている表ですので。 

○委員（亀田英雄君） 済みません、理解しま

した。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに。ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） なければですね、こ

れも、次の会議で、また話をしますので、議論

したいと思いますので、これも持ち帰り事項と

いうことであります。各会派で、これについ

て、私は２案を提案させていただいております

けれども、どうしたほうがいいのか、どういう

ふうな思いがあるか、これも持ち帰って協議い

ただきたいというふうに思います。よろしいで

すか。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 ちょっとまだ時間がありますので、もういっ

ちょいきます。 

 済みません、④の管外行政視察の見直し、視

察成果の反映ということで、こちらも資料、改

革クラブのほうからいただいておりますので、

そちらについて、亀田委員のほうから少し説明

のほうをお願いいたします。 

○委員（亀田英雄君） もしかしたら、ここま

で来やせんとかと思うと、朝からちょっとばた

ばたしてつくってきたもんですけん、誤字脱字

があるかもしれません。 

 意図するところは、視察は、やっぱりほかの

自治体に行って、いいところを学んで、それを

八代市に反映させようという意図があるはずだ

というふうに思っております。 

 今、復命書まできとっとですが、復命書を、

今書いて終わりという段階じゃないかなと。も

う一歩進んで、何かよかところのあったら、そ

の行った成果というか、検証をする機会を設け

たらいかがですかというのが、この提案の趣旨

です。 

 これは主に委員会視察の話なんですが、行く

前に予習、帰ってきてから、後は委員長判断で

よかと思うとですが、全体の中で会議をして、

その検証をする。執行部に伝えたいことがあれ

ば、執行部を呼んで話をするとか、そういう作

業をしたらいかがですかという提案です。 

○委員長（野﨑伸也君） 主に、この視察成果

の反映については、委員会視察についてという

ことで、確認ですけど。 

○委員（亀田英雄君） はい、そういうふう

に。 

○委員長（野﨑伸也君） あと、委員会の視察
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後に、担当部とか担当課とかと一緒に意見交換

とか、議論する機会を設けたいという提案でよ

ろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） 議論する機会を積極的

に設けたらという話です。 

○委員長（野﨑伸也君） 議論する機会を積極

的に設ける。 

○委員（亀田英雄君） 視察の成果を、八代市

に反映させなければいけないんじゃないかな

と。多額の費用ばすっとですけん、という御提

案です。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。 

 済みません、ちょっと事務局、確認なんです

けれども、申しわけない、よろしいですか。 

 今、委員会視察については、復命書を書いて

ますよね、皆さん。それは見れますよね、どっ

かで。どっかで見れるようになってますよね。

インターネットだけ。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 現在行政視

察については、会派の視察等も含めてですね、

全てホームページでの確認はできます。 

 あと、これまでですね、震災前までは、情報

プラザなどにも閲覧用で置いておりましたが、

現在そういった情報プラザの場所がないという

ようなことでですね、事務局あたりでも、当然

要請があればですね、閲覧は可能です。 

○委員長（野﨑伸也君） もう一回確認する。

委員会のやつもホームページで見れる。私は、

会派のやつは見たことあるとばってん、委員会

のやつも見れるんですか、一人一人のやつが。

見えます。（｢見たことなか」と呼ぶ者あり）

見たことないんで、今聞いたんですけど。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 済みませ

ん、勘違いしておりました。政務活動費の支出

絡みで、会派の視察について公開しております

が、委員会についてはですね、ホームページ等

での掲載、まだやっておりません。 

○委員長（野﨑伸也君） それを何でしてない

の。今までの流れの中ではするあれはなかった

ということでという理解でよろしいですか。 

 政務活動費については、やっぱ、せないか

ん、何かあるんですかね、どっかに、一文か何

か。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） これまでの

経緯はよくはわかりませんが、政務活動費につ

いては、特に社会の注目度が高いというような

ところでですね、そういったホームページ上で

の公開をやっておりましたが、委員会につきま

してはですね、今のところ、まだホームページ

上での公開はしておりません。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。 

 済みません、亀田委員、ちょっと確認なんで

すけど、今、この御提案については、委員会視

察についてやりたいという話だったと思うんで

すよ。やってもらいたいというのがありました

んで、委員長として、今、ちょっと聞いたんで

すけれども、委員会の視察の復命書について

も、今後はインターネットのホームページで公

開していくというようなところも、ちょっと入

れさせてもらえないかなというふうには思うん

ですけど、いかがですか、だめですか。 

○委員（亀田英雄君） 委員長が発言なけれ

ば、私がそう言おうかと思うとりました。 

 そう言いながら、私、見たことなかったっで

すたい、どこを探っても。だけ、その辺ば、ち

ょっと出してもらえばなという気持ちもあった

もんですけん。 

○委員長（野﨑伸也君） じゃあ、よろしいで

すか、入れさせていただいても。 

○委員（亀田英雄君） 過去にさかのぼって。

決まればですよ。 

○委員長（野﨑伸也君） 前のやつがですね。

はい、わかりました。 

 ということで、済みません、視察後、調査結

果について議論する機会を設けるべきというこ

とが１点。そして、あわせて、委員会の復命書
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についても、ホームページで公開していくとい

うこと。 

 先ほどの委員会の調査結果について、議論す

る機会を設けるというとは、基本的に委員長の

判断になっとですかね、判断でやっていこうと

いう話ですか。 

○委員（亀田英雄君） そこも、持ち帰って協

議いただければと思います。原則的に、やっぱ

りやったほうがいいですよねということです。 

○委員長（野﨑伸也君） 原則的にですね。 

 じゃあ、皆さんよろしいですか。これ、持ち

帰り事項になりますが、視察後の成果を反映す

るために、執行部の担当課と、関係する課との

議論する機会を設けるということと、これまで

の委員会の視察の復命書をホームページで公開

するということ。あと、委員長判断、その開催

ですよね、視察の成果を反映する場を開催する

かどうかというのが、委員長判断でいいのか、

あるいは委員会の中で、やっぱり判断をしてい

くべきなのかというところの３つでよろしいで

すか。もう１点。 

○委員（亀田英雄君） もう１点というか、行

く前に、今、委員長と副委員長がしっかりしよ

っちゃなかですか。やっぱり全員で行って、行

く目的をはっきりしてせんば、向こうに失礼が

あったり、寝とったり、電話に出たりする風景

がよく見られる。そげんことなかごて、という

気持ちもあるもんですけん、事前の話、目的の

周知とか、そういう活動もされたらいかがかな

と。 

○委員長（野﨑伸也君） 事前からということ

ですね。 

 もう少し、じゃあ、申しわけないんですけ

ど、次のときは、もう少し項目ば挙げてもらっ

たほうがよかと思いますんで、とりあえず、今

言いましたことについて、会派で持ち帰ってく

ださい。議論してきてください。よろしいです

か。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

○委員（古嶋津義君） 実は、うちも会派で、

この前、２５、２６、２７、視察したんです

が、会派の視察資料についてはですね、僕は

今、委員長じゃなかもんで、団長という立場だ

けん、全部個人個人の議員さんには、前もっ

て、１週間くらい前にはお配りして、勉強しと

ってくれということで、それはしよります。 

 各常任委員会は、ただ、ある意味でその辺が

ちょっとだろうと思います。 

○委員（亀田英雄君） その辺までちょっと、

一歩を進めたらいかがかなという気持ちですの

で。 

○委員長（野﨑伸也君） 亀田委員、できれ

ば、次の会議前までにですよ、ちょっと、つら

つらっとまとめていただいて、それをまた、皆

さん方にも送るような感じにしましょうか。そ

して、それで議論してくださいということで、

会派で話し合ってくれということでよろしいで

すか。 

○委員（亀田英雄君） 了解しました。 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。

（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、５番目、議会のＩＣＴ化（タブレ

ット導入など）ということでございます。これ

は連合市民クラブと改革クラブさんで出させて

いただいておりましたんで、一応ですね、私の

ほうから、連合市民クラブのほうでペーパーを

出させていただいておりますので、こちらにつ

いて、ちょっと確認をしていただきたいという

ふうに思います。 

 上のほうはですね、後ほど読まれてくださ

い。 

 何をしたいのかということなんですけれど

も、３つあります。 

 １点目が情報発信の強化ということでござい

ますので、今はですね、まず、前提にですね、

議会運営委員会で鳥羽市の視察をしたというの

がありまして、そこがすごい、私の中では記憶
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に残っております。そこでもですね、いろいろ

と議会のですね、情報とかについては、ツイッ

ターとかフェイスブックとかですね、そういっ

たものを、今使ってやってますと、発信をして

ますよということがございましたんで、ぜひ、

八代市議会でもそういったことをですね、やれ

ないかということで、１番目に書かせていただ

いております。 

 ２番目なんですけれども、こちらは、いろん

な、今情報伝達とかですね、会議の連絡だった

り、いろんな迅速にやらなきゃいけない情報提

供をですね、議員さんにやらなきゃいけないと

いう部分については、今、ほとんど電話ですよ

ね。電話あるいはファックスとか、そういう部

分でやられているんですけれども、なかなかで

すね、迅速性に欠けるというか、即効性に欠け

るというか、本当に災害時のときはですね、非

常に困るというような部分も、今まで経験して

こられたかと思いますんで、もう少しですね、

簡単に、そして速く伝わるような連絡網の整備

とかもですね、やりたいということでございま

す。それが２番目ということです。 

 ３番目なんですけれども、いろんなメリット

があるんで、パソコンだったり、タブレットと

かのですね、電子媒体を議会、議場とか委員会

の中にも持ち込めるように検討できないですか

ということで、この３つをですね、御提案させ

ていただいております。 

 以上になります。 

 何か。 

○委員（中山諭扶哉君） 済みません、私も提

案した１人として、ここまで行くと思ってなか

ったもんですから。 

 これ、追加してですね、できれば、スケジュ

ールの管理と、あと各種行事の出欠連絡もです

ね、そこでできるようになれば、事務局の負担

軽減にすごくつながるんじゃないかなというふ

うに思いましたので。 

○委員長（野﨑伸也君） こちらについてもで

すね、きょうお持ち帰りいただいて、会派で検

討いただきたいというふうに思います。よろし

いですか。何か質問があれば、今お聞きしま

す。 

○委員（前垣信三君） これは、言い方が悪か

ですが、強制的に皆さん持つものなのか、持た

れる人は持って議場に入っていいという、その

あたりの解釈はどうですか。 

○委員長（野﨑伸也君） 提案した者からです

ね、このペーパーをつくりましたんで、私の考

えということでは、基本的にはですね、全員し

てもらいたいというふうに思います。じゃない

と、いろんな連絡だったり、そういったものの

負担の軽減とかというのにはつながらないもの

ですから。 

 ただ、いきなりですね、がーんとここからや

りますよ、もう、という話にはですね、やっぱ

りならんと思うとですよ。それぞれにやっぱ、

なれ、ふなれとかあるもんですから、一応そこ

はですね、ちょっと緩くはですね、していきた

いなと思うんです。 

 みんなができるような、みんなが持っている

もので、情報連絡とか、そういうものはみんな

が持っているもので、何かできればなというふ

うに思ってますんで、難しくならないようにで

すね。 

 ただ、議会とか、委員会へのパソコンの持ち

込みというのも、それは各個人なんです。やり

たい人はやればいい。ただ、みんな全体でそれ

を認めようねというのを、何か皆さんでひとつ

つくってもらえんかなというようなお願いで、

今回提案させていただいております。みんなが

一遍にせんばんと、私は思ってません。一緒に

同じことばせんばんというとは思ってません。 

○委員（前垣信三君） 済みません、それでよ

かっですが、これ、個人負担で買いなさいとい

うことになってますよね。個人負担で議会専用
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に買わないかんもんなのか、ほかの業務も兼ね

て共用される場合は、変な話、ここで仕事がで

きるじゃないですか、変な話ですね。そのあた

りの規制は大丈夫なのかなという気がします。 

○委員長（野﨑伸也君） そこら辺のところも

ですね、懸念されるところなんですけれども、

そこはですね、多分今からの議論の中で、じゃ

あ、どういうふうに規制していくかとか、基本

的にですね、私は本当、負担を皆さんにかけた

くないんで、みんなが今持っているものを使っ

てくれという話なんですよね。新しく購入して

くれという思いは全然ありませんから。だけ

ん、今言われたように、自分の個人所有だった

ら、中に何かできるものというのはありますん

で、それも考えましたんで、そこは、今から皆

さんと基準づくりというのをしなきゃいけない

なとは思っています。 

○委員（中山諭扶哉君） できればですね、調

査として、業者等ですね、どこか来ていただい

て、デモが、どこかしてくれるところがあれ

ば、していただくと、非常にイメージがつかめ

ると思いますし、今現状のそこをさせてくれる

ところが持っている、今、議会の状況とかもで

すね、そういうシステムを開発しているところ

だったら、そういうのを持っていると思います

し、ぜひ調査として、していただければなと思

います。 

○委員（山本幸廣君） まさに、今時代という

のは国際化の中でですね、ＩＣＴ化というのは

大事だと思います。まずは、使い切る人、使い

切らない人がおるわけですね。だからこそ、や

はり、今、中山委員が言われたように、先ほど

来委員長が言われた鳥羽市かな、何か進んでい

るという状況でありますので、その関係の資料

等を集めながら、それ以上に進めるには、やっ

ぱり視察をして、現場で研修をしてくるとか、

そういうのをですね、進めていけば、この連合

市民クラブから提案された、この議会のＩＣＴ

化というのは、全員が理解を得ると、そしてま

た、本当に八代市議会が変わったな、八代市議

会は、だけども、これを使ってから、もしも何

か起きたらいけないもんだからですね、そこあ

たりも、やっぱり慎重にやっていただければな

と思います。採決関係は一番いいと思います

ね。議案の採決は、今挙手で数えないかんとで

すけれども、数字が出てきますから、そういう

のはいいと思います。 

○委員（中山諭扶哉君） それと、新庁舎がで

すね、できますけど、それにスムーズに移行で

きるような体制が、ＩＣＴ化がとれるような状

況になると、非常にいいかなというふうに、タ

イミング的にはいいかなと思います。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、議事進行お願

いします。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。済み

ません。 

 鳥羽市の関係についてはですね、古嶋議長の

ときだったかな、ありますんで、もしかして、

そのときの資料ば、ちょっと、（｢議運の」と

呼ぶ者あり）議運で行ったですよ。ありますん

で、こればちょっと皆さん方にもお配りします

んで、すぐできるかな。郵送、すぐできます、

今。できない。印刷する。きょう持って帰って

ください。 

 ということで、持ち帰りで、いろいろと話を

していただければと思います。よろしいです

か。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 それではですね、いろいろと、何点かです

ね、持ち帰り事項がありましたけれども、次回

の委員会において、引き続き協議することに御

異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 議会改革に関する協議はこの程度にとどめた

いと思いますけども、御異議ございませんか。 
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（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、次の開催日なんですけれども、協議し

たいと思います。 

 決まりではですね、毎月第１及び第３木曜日

となってますけれども、そうなりますと、次は

２月のですね、１６日ということになります。 

 ただですね、例年というか、予定ではです

ね、２月の２０日にですね、３月定例会告示日

の議会運営委員会開催がですね、あります。１

６と２０ということで、また別々に２回出てき

てもらうというのがどうなのかなあというのが

ありましたんで、そこを皆さんに、ちょっとで

すね、協議いただければというふうに思うんで

すが、やっぱりせんばいかんというようなこと

であれば、２回開催しますけれども、もう、そ

の２０日の日に。 

○委員（山本幸廣君） ２０日の日に午前、午

後、議運の終わった後に。 

○委員長（野﨑伸也君） というのもありで

す。 

○委員（山本幸廣君） そういうことにしてい

ただければと、委員長、思いますが。 

○委員長（野﨑伸也君） 今、そういった、２

０日の日の議運のときに、またしてもらえばと

いうような意見が、今ありましたけれども。 

 １６日に、それだけの議運をするのか、２０

日の定例会前の議会運営委員会の終わった後

に、また、議会改革のやつをやるかと、どっち

がいいですかと、今、なんですけれども。

（｢２０日でよか」と呼ぶ者あり）どぎゃんで

しょう、２０日でよろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） ２０日でお願いできれ

ばと思います。 

○委員長（野﨑伸也君） では、皆さん、２０

日でよろしいですか。１回でということで、２

回開かんでということで。 

○委員（古嶋津義君） 午前、午後ちゅうこつ

な。 

○委員長（野﨑伸也君） いやいや、もう一遍

にいきます。（｢終了次第ということです」

「もう１時間もかからんて」と呼ぶ者あり）短

かですよ。 

○委員（古嶋津義君） あっちは議会の日程決

めればよかたい。 

 一応、きょうんとば持ち帰りすっとでしょ

う。 

○委員長（野﨑伸也君） こっちのほうが長う

なるけんですね、どぎゃんしたっちゃ。 

 それではですね、次回の議会運営委員会の開

催日は、協議いただきましたとおり、２月の２

０日月曜日午前１０時から行います。よろしい

ですか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 先ほどから何点もお持ち帰りのことがです

ね、協議項目がありましたけれども、次回の会

議までに意見を集約していただいて、ここでで

すね、発言、議論をいただくようにお願いを申

し上げます。 

                              

◎その他 

○委員長（野﨑伸也君） 次に、レジュメのほ

うでは、２番目、その他となってますけれど

も、何かございますか。 

○委員（亀田英雄君） 冒頭委員長のほうが、

出欠の話ばされて、委員会の出席の話をされ

て、含みのある話で、それで承知おかれたいと

いうようなことで終わられたんですが、このこ

とも、やっぱりしっかり、そのような話をせん

でよかごて、きちんと届けるというようなこと

の取り決めといいますか、しっかり話ばしたが

よかっちゃなかろうかと、だけん、この議題に

上げてというとも考えたらいかがかなというふ
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うに考えますもんですから、手を挙げてみまし

た。 

○委員長（野﨑伸也君） 今、議会改革の議題

の中でも入れたほうがいいんじゃないかという

ことですよね。今、こういう話ば、申し合わせ

じゃなかばってん、そぎゃんともちゃんと決め

とったほうがよかっじゃないかというような、

私は受け取ったんですけど、それでよろしいで

すか。 

○委員（亀田英雄君） せんばなからんば、大

体うそですもん。 

○委員（古嶋津義君） 冒頭の話は、しっかり

本人、私もきのうは会うたばってん、何も言わ

んだったけん、聞いとりませんので、しっかり

聞いてみます。 

○委員（亀田英雄君） それがよかと思いま

す。要らんあればせんば、いろいろ思わんばん

けんですから。 

○委員（山本幸廣君） 正式にということじゃ

ありませんけども、今までの流れ、経験からい

ってですよ、欠席の理由というのは、私は求め

ていると思います。文書でもよかし、電話で

も、委員長には報告する、事務局には報告す

る。理由だけはですね。理由が、あくまでも理

由がわからんとしゃがな、こういうような形に

なるわけですけんでから、理由は、病気なら病

気でいいんですよ。（｢ばってん、うそ言うた

らいかん」と呼ぶ者あり）それはそぎゃんた

い。だけど、朝起きたところが、熱があったり

たい、そういうところは。 

○委員（古嶋津義君） 熱があるなら言われる

ことやけんな、言われんちゅうのはな。 

○委員長（野﨑伸也君） きょうの話では、前

々からですね、用事が入っとった部分だったも

んだけん、この間のときに、次の議運がこうて

決められたときに、俺は来られんなあというよ

うな思いはあったんだというのは、とりあえず

言われたんですけど、その理由は、ちょっと聞

けなかったもんですから、何でですかというの

を、中身はですね。 

○委員（古嶋津義君） それは、事務局のほう

からですね、私のほうに、岩﨑君だったかな、

電話のありまして、きょう議運をしたいという

ことで、自民党さんな連絡してもらうてよかで

すかと、連絡したばってん、確かに、成松君

は、俺はその日はちょっと来られんとたいなと

言うた。そぎゃんところでとめておきましたの

で。（｢理由を言えばよかったいな」と呼ぶ者

あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 非常にですね、政治

倫理のこともですね、議運の中の議会改革の中

で、今後話もするわけなんですけれども、そう

いったところの中でもですね、入ってくるのか

なあというふうに思うわけなんですよね。 

 今亀田委員からそういった御意見、御提言と

いうのがあったということで、そちらについて

もですね、皆さんにちょっと会派の中でもです

ね、こぎゃんことが、今ありよるという話はし

てください。もしかすれば、この中で、また協

議ばですね、政治倫理とか、そこら辺のところ

で協議ばしていく項目になるかもしれんという

ことで、真剣にですね、議論いただければと、

御検討いただければというふうに思います。よ

ろしいですか。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、ほかにございますせんか。 

○委員（古嶋津義君） １つだけ、ちょっとお

つなぎをしておきますが、実は、ずっと先日か

らですね、熊本市議会の元議長さん、津田さん

という方ですが、この方が、今九州港湾議連の

会長さんだそうですたい。それで今、八代も港

がありますし、特に、うちは北海と台湾の基隆

と交流があるということで、そういうことで、

今度８月にですね、玉名とか長洲とか、全部寄

っていただいて会合をしたいと、議連を立ち上

げたいということでございました。それは、話

は賜っておきますが、言うときますが、うちは
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８月は選挙だけん、参加は無理だろうなという

ことは申し上げておきました。 

 うちは、北海は行くばってん、今、政務活動

費では、うちは行かれんごとなっとるけんて、

それは申し上げておきました。 

 ただ、そういう交流の中で、港の大事さだけ

んちゅうことで言われました。 

○委員長（野﨑伸也君） 議連ばつくり上げた

いとかいう話が――。 

○委員（古嶋津義君） 今、政令市ばっかりで

つくってありますから。（発言する者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。あり

がとうございました、情報提供を。 

 そういったこともあるということですので、

ただ、言われたように、８月が微妙なところで

すもんね、やっぱり。 

 ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） なければ、議会運営

委員会を終了いたします。 

（午後０時００分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２９年２月２日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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